
豊川市空家等の適切な管理に関する条例（案）の基本的な考え方について 

 

１ 空家等の適切な管理に関する条例とは 

 平成２７年５月２６日に空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」

という。）が全部施行され、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することとされました。法では、国による基本方針の策定、市

町村の責務として、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対

策の実施その他の空家等に関する必要な措置を講ずるよう努めることとされて

います。これを受けて、様々な取り組みが全国の市町村でされているところです

が、全国の空家の状況は地域性もあることから、法を補完する独自の取り組みを

条例で規定する市町村も数多くあります。 

 

２ 豊川市の状況と制定経緯 

 本市では、法の施行を受け平成２８年度より空家対策の取り組みが開始され

ました。空き家に関する相談窓口を設置し、管理不全な空家に関する相談につい

ては所有者へ文書を送付し、適切な管理をお願いしております。また市内全域の

空家の実態調査を行いデータベースを作成するとともに所有者意向調査を実施

し、法に規定されている空家等対策計画の作成に向け基本情報の収集に努めま

した。さらに空家等対策計画作成において、専門家や市民から意見収集の場とし

て空家等対策協議会を設置しました。 

 平成２９年度には、空家等対策計画を作成し、「空家等の予防・適正管理」、「空

家等の利活用」、「空家等の除去」の３つを取組方針として、以降様々な取り組み

を行っておりますが、法には管理不全な空家について緊急な対応に迫られる場

合の措置などが規定されていないため、対応に苦慮することもあります。そこで、

緊急安全措置を可能とするなど法を補完する条例を制定し、より空家対策を推

進していきたいと考えます。 

 

３ 条例（案）のポイント 

（１）法を補完する条例であること 

パブリックコメント公表資料（案） 

資料４  



 空家対策は法に基づいて実施していますが、法に規定されていない事項につ

いて、法の目的を逸脱しない範囲で市が条例で規定することで空家対策を推進

します。 

（２）措置について緊急な事案に対応できるとしたこと 

 特定空家等について危険な状態が切迫していると認めるときは、危険な状態

を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができることとします。 

 

４ 条例（案）の構成 

（１）目的 

（２）定義 

（３）情報提供 

（４）緊急安全措置 

（５）公表 

（６）関係機関との連携 

（７）委任 

  



５ 条例（案）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

この条例は、法に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な

事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現

に寄与することを目的とします。 

（定義） 

使用する用語の意義は、法において使用する用語と同様です。 

（情報提供） 

市民等（市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する

者をいう。）は、管理を放棄されていると推測される空家等を発見したとき

は、市長にその情報を提供するよう努めるものとします。 

（緊急安全措置） 

・特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす

危険な状態が切迫していると認めるときは、当該危険な状態を回避する

ため必要な最小限度の措置を講ずることができることとします。この場

合において、市長は、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者

等に請求することができます。 

・上記の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該特定空家等の所有

者等に通知します。ただし、当該特定空家等の所有者等に通知すること

が困難であるときは、この限りではありません。 



 

 

 

 

 

 

 

（公表） 

・法の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わ

ないときは、次に掲げる事項を公表することができることとします。 

① 命令に従わない所有者等の氏名及び住所 

（法人の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

② 命令の対象となった特定空家等の所在地 

③ 命令の内容 

④ その他市長が必要と認める事項 

・上記による公表をしようとするときは、あらかじめ公表の対象となる

所有者等に対し、意見を述べる機会を与えます。 

（関係機関との連携） 

・必要がある場合は、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に協力を

要請することができることとします。 

（委任） 

・この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。 
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